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各都道府県、政令指定都市の都市計画主務部局長 殿 

 
 
 
 

国土交通省都市・地域整備局都市計画課長    
 
 
 
 

競争抑制的な土地利用制限の排除について 

 
 
 
標記については、「都市計画運用指針」（平成１２年１２月２８日付け建設省

都計発第９２号建設省都市局長通知）において、技術的助言を行っているとこ

ろであるが、このたび、その的確な運用に資するよう、「広域的都市機能の適正

立地評価ガイドライン」を別紙のとおりとりまとめたので通知する。 
なお、本ガイドラインは、地方自治法第 245 条の 4 の規定に基づき行う技術

的な助言の性格を有するものであり、各地方公共団体におかれては、今後の都

市計画制度の運用に当たって、参考とされたい。 
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（参考） 
 
 
都市計画運用指針（平成１２年１２月２８日付け建設省都計発第９２号建設省

都市局長通知）抜粋 

 
Ⅲ．都市計画制度の運用にあたっての基本的考え方  
Ⅲ－３ 土地利用について 

 
４．競争抑制的な土地利用制限の排除 

 
    大規模な集客施設については、著しく多数の人々を都市圏の広い地域から

集めることにより、立地場所周辺の環境、土地利用等に大きな影響を及ぼす

だけでなく、都市構造のレベルでも、立地場所から離れた地域における広域

的な交通流態等に甚大な影響を及ぼすおそれがあることから、都市計画区域

及び準都市計画区域内の商業地域、近隣商業地域及び準工業地域以外の地域

において立地の制限が行われているが、用途地域や地区計画の決定等による

用途制限の解除等の都市計画制度の運用に当たっては、既存の競合する店舗

等との競争を抑制するなど需給調整や既得権擁護とならないよう措置する

とともに、環境悪化、交通渋滞の激化、都市基盤施設の利用効率の低下、集

積による利便の増進など、土地利用の外部性をコントロールする観点から運

用するべきである。 
 
 
 
 


